
地方財政審議会付議（説明）案件  

 

令和３年１２月１７日（金） 

 （案件名）  

 

・地方譲与税の算定に用いる人口等に係る省令の改正について（決裁） 

 

 

 ○  地 方 揮 発 油 譲 与 税 法 （ 昭 和 3 0 年 法 律 第 1 1 3 号 ）  

（地方財政審議会の意見の聴取）  

第７条の２ 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなけ

ればならない。  

一 略  

二 第２条第１項、第４項、第６項（第３条第２項において準用する場合を含む。）

若しくは第８項、第３条第１項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しよう

とするとき。  

三 略  
 

○  自 動 車 重 量 譲 与 税 法 （ 昭 和 4 6 年 法 律 第 9 0 号 ）  

（地方財政審議会の意見の聴取）  

第６条の２ 総務大臣は、第２条第１項若しくは第３項、第２条の２第２項若しく

は前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都

道府県に対して譲与すべき自動車重量譲与税を譲与しようとするときは、地方財

政審議会の意見を聴かなければならない。  

 

 

    

                       自治税務局 企画課  

                      課長補佐  稲木 宏光  

（内２３５１１）  



令和３年１２月 

        総  務  省 

 

１ 主な改正の内容 

令和２年度国勢調査の結果による人口が公示されたことに伴い、以下の交付金・譲与税

等の基準に用いる人口等に係る規定を一部改める。 

（１） 地方消費税清算基準及び地方消費税交付基準 

（２） 自動車税環境性能割交付金 

（３） 自動車重量譲与税 

（４） 地方揮発油譲与税 

（５） 森林環境譲与税 

（６） 特別法人事業譲与税 

 

２ 施行期日 

 

（１）、（５）及び（６） 公布の日 

（２）、（３）及び（４） 令和４年４月１日 

地方税法施行規則等の一部を改正する省令の概要 



○
総
務
省
令
第

号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
十
三

号
）
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
、
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る

法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
三
号
）
、
特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十

一
年
法
律
第
四
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税

法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年

月

日

総
務
大
臣

金
子

恭
之

地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
）

（
法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
額
）

第
七
条
の
二
の
九

法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
四
項
に
規
定
す
る
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）

第
七
条
の
二
の
九

［
同
上
］

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
商
業
統
計
の
最
近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
基
づ
き
総
務
省
令
で

定
め
る
額
は
、
商
業
統
計
調
査
規
則
及
び
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
規
則
を
廃
止
す
る
省
令
（
令
和
元
年

経
済
産
業
省
令
第
十
四
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
商
業
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十

号
）
に
よ
つ
て
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
現
在
に
よ
つ
て
行
つ
た
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る
商
業
調
査
の
結
果

と
し
て
公
表
さ
れ
た
平
成
二
十
六
年
商
業
統
計
表
第
四
巻
品
目
編
第
二
表
（
区
市
郡
別
、
商
品
（
小
売
）
別
の

事
業
所
数
及
び
年
間
商
品
販
売
額
）
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
計
」
の
欄

の
額
か
ら
、
同
表
の
表
頭
「
六
〇

そ
の
他
の
小
売
」
の
う
ち
「
六
〇
三
三
一

医
療
用
医
薬
品
小
売
」
の
う

ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
計
」
の
欄
の
額
と
、
平
成
二
十
六
年
商
業
統
計
表
第
二
巻
産
業
編
（
都
道

府
県
表
）
第
六
表
（
小
売
業
の
都
道
府
県
別
、
東
京
特
別
区
・
政
令
指
定
都
市
別
、
産
業
分
類
小
分
類
別
、
商

品
販
売
形
態
別
の
事
業
所
数
、
年
間
商
品
販
売
額
及
び
構
成
比
）
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち
「
商
品
販
売
形

態
」
の
う
ち
「
通
信
・
カ
タ
ロ
グ
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
小
売
業
計
」
の
欄
の
額
、

同
表
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち
「
商
品
販
売
形
態
」
の
う
ち
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商

品
販
売
額
」
の
表
側
「
小
売
業
計
」
の
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち
「
商
品
販
売
形
態
」
の

う
ち
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
小
売
業
計
」
の
欄
の
額
の
合
計

額
と
、
平
成
二
十
六
年
商
業
統
計
表
業
態
別
統
計
編
（
小
売
業
）
第
五
表
（
都
道
府
県
別
、
業
態
別
、
商
品
販

売
形
態
別
の
事
業
所
数
、
年
間
商
品
販
売
額
及
び
構
成
比
）
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売

額
」
の
表
側
「
百
貨
店
」
の
欄
の
額
か
ら
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
通
信
・
カ
タ
ロ
グ
販

売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
百
貨
店
」
の
欄
の
額
、
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の

う
ち
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
百
貨
店
」
の
欄
の
額
及
び
同
表
の

表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側

「
百
貨
店
」
の
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
、
同
表
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側

「
衣
料
品
専
門
店
」
の
欄
の
額
か
ら
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
通
信
・
カ
タ
ロ
グ
販
売
」

の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品
専
門
店
」
の
欄
の
額
、
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」

の
う
ち
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品
専
門
店
」
の
欄
の
額
及

び
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」

の
表
側
「
衣
料
品
専
門
店
」
の
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
、
同
表
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売

額
」
の
表
側
「
家
電
大
型
専
門
店
」
の
欄
の
額
か
ら
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
通
信
・
カ

タ
ロ
グ
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
家
電
大
型
専
門
店
」
の
欄
の
額
、
同
表
の
表
頭
「
商

品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
家
電
大
型
専

門
店
」
の
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売
」
の
う
ち

「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
家
電
大
型
専
門
店
」
の
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
並
び
に
同
表
の
表
頭
「
小
売

計
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品
中
心
店
」
の
欄
の
額
か
ら
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形

態
別
」
の
う
ち
「
通
信
・
カ
タ
ロ
グ
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品
中
心
店
」
の
欄



の
額
、
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売

額
」
の
表
側
「
衣
料
品
中
心
店
」
の
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
自
動
販
売
機

に
よ
る
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品
中
心
店
」
の
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
の
合
計

額
と
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
都
道
府
県
の
境
界
に

わ
た
つ
て
市
町
村
の
設
置
又
は
境
界
の
変
更
が
あ
つ
た
た
め
都
道
府
県
の
境
界
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
額
を
合
計
し
て
得
た
額
を
、
当
該
境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
が
従
来
属
し
て
い
た
都
道
府
県
に
つ
い

て
は
当
該
都
道
府
県
の
額
か
ら
減
じ
た
も
の
と
し
、
当
該
区
域
が
新
た
に
属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
都
道
府
県
に

つ
い
て
は
当
該
都
道
府
県
の
額
に
加
え
た
も
の
と
す
る
。

一

境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
が
従
来
属
し
て
い
た
都
道
府
県
の
額
の
二
分
の
一
の
額
に
、
当
該
区
域
の
人
口

一

境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
が
従
来
属
し
て
い
た
都
道
府
県
の
額
の
二
分
の
一
の
額
に
、
当
該
区
域
の
人
口

（
国
勢
調
査
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
九
十
八
号
）
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お

（
国
勢
調
査
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
九
十
八
号
）
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
現
在

け
る
人
口
の
確
定
数
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
人
口
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
人
口
を
い
う
。
以
下
こ

に
お
け
る
人
口
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
人
口
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

の
号
及
び
次
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額

及
び
次
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額

［
二

略
］

［
二

同
上
］

（
政
令
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項
第
二
号
の
人
口
）

（
政
令
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項
第
二
号
の
人
口
）

第
七
条
の
二
の
十
一

政
令
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項
第
二
号
の
人
口
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た

第
七
条
の
二
の
十
一

政
令
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項
第
二
号
の
人
口
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た

令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
の
確
定
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
人
口
の
確
定
数
が
官
報
で
公
示

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
人
口
が
官
報
で
公
示
さ
れ
た
後
に
お

さ
れ
た
後
に
お
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定

い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
都

に
基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
当
該
都
道
府
県
の
人
口
を
告
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
人
口
と
す
る
。

道
府
県
知
事
が
当
該
都
道
府
県
の
人
口
を
告
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
人
口
と
す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
の
人
口
）

（
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
の
人
口
）

第
七
条
の
二
の
十
四

法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
各
市
町

第
七
条
の
二
の
十
四

法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
各
市
町

村
の
人
口
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
の
確
定
数
と
す

村
の
人
口
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
と
す
る
。
た

る
。
た
だ
し
、
当
該
人
口
の
確
定
数
が
官
報
で
公
示
さ
れ
た
後
に
お
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
七
条

だ
し
、
当
該
人
口
が
官
報
で
公
示
さ
れ
た
後
に
お
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
人
口

基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
人
口
を
告
示
し
た
と
き

を
告
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
人
口
と
す
る
。

は
、
そ
の
人
口
と
す
る
。

附

則

附

則

（
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
等
に
係
る
人
口
の
定
義
の
特
例
）

（
福
島
県
南
相
馬
市
等
に
係
る
人
口
の
定
義
の
特
例
）

第
三
条
の
二
の
四

福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及
び
葛
尾
村
並

第
三
条
の
二
の
四

福
島
県
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及

び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

び
葛
尾
村
並
び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に

当
分
の
間
、
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
人
口
は
、
第
七
条
の
二
の
十
四
の
規
定
に
か
か

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
人
口
は
、
第
七
条
の
二
の
十
四
の

わ
ら
ず
、
平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
人
口
の
確
定
数
に
、
令
和
二
年
九
月
三

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
人
口
に
、
平
成
二
十
七
年

十
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年
九

九
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十

月
三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て

二
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除
し
て
得
た
率
を

得
た
人
口
と
す
る
。

乗
じ
て
得
た
人
口
と
す
る
。

（
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
等
に
係
る
人
口
の
定
義
の
特
例
）

（
福
島
県
南
相
馬
市
等
に
係
る
人
口
の
定
義
の
特
例
）

第
四
条
の
九
の
二

福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及
び
葛
尾
村
並

第
四
条
の
九
の
二

福
島
県
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及

び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
第
九
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
（
第
九
条
の
十
一
第
三
項
及
び
第

び
葛
尾
村
並
び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
令
和
三
年
度
及
び
令
和
四
年
度
に
お
け
る
第
九
条
の
十
三
第
一
項

六
項
の
規
定
の
人
口
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

及
び
第
二
項
の
規
定
（
第
九
条
の
十
一
第
三
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
人
口
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
適
用



第
九
条
の
十
三
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
九
条
の
十
三
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
後
段
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
後
段
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

第
一
項

前
年
度
末
ま
で
に
官
報
で
公
示
さ
れ
た
国

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

第
一
項

前
年
度
末
ま
で
に
官
報
で
公
示
さ
れ
た
国

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

勢
調
査
の
う
ち
最
近
の
も
の
の
結
果
に
よ

る
当
該
市
町
村
の
人
口
の
確
定
数
に
、
令

勢
調
査
の
う
ち
最
近
の
も
の
の
結
果
に
よ

る
当
該
市
町
村
の
人
口
に
、
平
成
二
十
七

る
人
口

和
二
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基
本

る
人
口

年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳

台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

号
）
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ

に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て

れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年
九
月

い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十

三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基

日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台

本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除

帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除
し
て

し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
人
口
（
次
項

得
た
率
（
次
項
に
お
い
て
「
特
例
率
」
と

に
お
い
て
「
特
例
人
口
」
と
い
う
。
）

い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
人
口
（
次
項
に

お
い
て
「
特
例
人
口
」
と
い
う
。
）

第
二
項

昼
間
人
口
（
従
業
地
、
通
学
地
に
よ
る
人

特
例
昼
間
人
口
（

第
二
項

昼
間
人
口
（
従
業
地
、
通
学
地
に
よ
る
人

特
例
昼
間
人
口
（

口
が

口
が

に
よ
り
前
年
度
末
ま
で
に

に
よ
り

に
よ
り
前
年
度
末
ま
で
に

に
よ
り

国
勢
調
査
の
う
ち
最
近
の
も
の

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査

国
勢
調
査
の
う
ち
最
近
の
も
の

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査

当
該
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次

従
業
地
、
通
学
地
に
よ
る
人
口
に
、
平
成

当
該
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次

従
業
地
、
通
学
地
に
よ
る
人
口
に
特
例
率

項

二
十
七
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基

項

を
乗
じ
て
得
た
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の

本
台
帳
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記

項

載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年

九
月
三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住

民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数

で
除
し
て
得
た
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
特
例
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得

た
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

当
該
市
町
村
の
常
住
人
口
（
当
該
国
勢
調

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

常
住
人
口
（
当
該
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

特
例
人
口

査
の
結
果
に
よ
る
官
報
で
公
示
さ
れ
た
人

る
当
該
市
町
村
の
人
口
の
確
定
数
に
特
例

る
官
報
で
公
示
さ
れ
た
人
口
を
い
う
。
以

口
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

率
を
乗
じ
て
得
た
人
口
（
以
下
こ
の
項
に

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

い
て
同
じ
。
）

お
い
て
「
特
定
特
例
人
口
」
と
い
う
。
）

昼
間
人
口
か
ら
常
住
人
口

特
例
昼
間
人
口
か
ら
特
定
特
例
人
口

昼
間
人
口
か
ら
常
住
人
口

特
例
昼
間
人
口
か
ら
特
例
人
口

同
項
の
人
口

特
例
人
口

同
項
の
人
口

特
例
人
口

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
揮
発
油
譲
与
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
総
理
府
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

［
１
～
４

略
］

［
１
～
４

同
上
］

５

福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及
び
葛
尾
村
並
び
に
相
馬
郡
飯

５

福
島
県
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及
び
葛
尾
村
並
び

舘
村
に
対
す
る
第
五
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
（
第
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
人
口
に
係
る
部
分

に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
平
成
三
十
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
地
方
揮
発
油
譲
与
税
の
算

に
限
る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
五
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

定
に
係
る
第
五
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
（
第
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
人
口
に
係
る
部
分
に
限

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
た
だ

る
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
五
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

し
書
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
一
項

前
年
度
末
ま
で
に
官
報
で
公
示
さ
れ
た
国

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

第
一
項

前
年
度
末
ま
で
に
官
報
で
公
示
さ
れ
た
国

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

勢
調
査
の
う
ち
最
近
の
も
の
の
結
果
に
よ

る
当
該
市
町
村
の
人
口
の
確
定
数
に
、
令

勢
調
査
の
う
ち
最
近
の
も
の
の
結
果
に
よ

る
当
該
市
町
村
の
人
口
に
、
平
成
二
十
七

る
人
口

和
二
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基
本

る
人
口

年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳

台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

号
）
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ

に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て

れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年
九
月

い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十

三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基

日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台

本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除

帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除
し
て

し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
人
口
（
次
項

得
た
率
（
次
項
に
お
い
て
「
特
例
率
」
と

に
お
い
て
「
特
例
人
口
」
と
い
う
。
）

い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
人
口
（
次
項
に

お
い
て
「
特
例
人
口
」
と
い
う
。
）

第
二
項

昼
間
人
口
（
従
業
地
、
通
学
地
に
よ
る
人

特
例
昼
間
人
口
（

第
二
項

昼
間
人
口
（
従
業
地
、
通
学
地
に
よ
る
人

特
例
昼
間
人
口
（

口
が

口
が

に
よ
り
前
年
度
末
ま
で
に

に
よ
り

に
よ
り
前
年
度
末
ま
で
に

に
よ
り

国
勢
調
査
の
う
ち
最
近
の
も
の

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査

国
勢
調
査
の
う
ち
最
近
の
も
の

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査

当
該
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

従
業
地
、
通
学
地
に
よ
る
人
口
に
、
平
成

当
該
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

従
業
地
、
通
学
地
に
よ
る
人
口
に
特
例
率

二
十
七
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基

を
乗
じ
て
得
た
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の

本
台
帳
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記

項

載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年

九
月
三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住

民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数

で
除
し
て
得
た
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
特
例
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得

た
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

当
該
市
町
村
の
常
住
人
口
（
当
該
国
勢
調

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

常
住
人
口
（
当
該
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

特
例
人
口

査
の
結
果
に
よ
る
官
報
で
公
示
さ
れ
た
人

る
当
該
市
町
村
の
人
口
の
確
定
数
に
特
例

る
官
報
で
公
示
さ
れ
た
人
口
を
い
う
。
以



口
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

率
を
乗
じ
て
得
た
人
口
（
以
下
こ
の
項
に

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

じ
。
）

お
い
て
特
定
特
例
人
口
と
い
う
。
）

昼
間
人
口
か
ら
常
住
人
口

特
例
昼
間
人
口
か
ら
特
定
特
例
人
口

昼
間
人
口
か
ら
常
住
人
口

特
例
昼
間
人
口
か
ら
特
例
人
口

同
項
の
人
口

特
例
人
口

同
項
の
人
口

特
例
人
口

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
自
動
車
重
量
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

自
動
車
重
量
譲
与
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
自
治
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

［
１
～
４

略
］

［
１
～
４

同
上
］

５

福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及
び
葛
尾
村
並
び
に
相
馬
郡
飯

５

福
島
県
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及
び
葛
尾
村
並
び

舘
村
に
対
す
る
第
三
条
第
六
項
本
文
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄

に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
平
成
三
十
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
自
動
車
重
量
譲
与
税
の
算

に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

定
に
係
る
第
三
条
第
六
項
本
文
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
た
だ
し
書
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
六
項
た
だ
し
書
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
項

前
年
度
末
ま
で
に
官
報
で
公
示
さ
れ
た
国

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

第
六
項

前
年
度
末
ま
で
に
官
報
で
公
示
さ
れ
た
国

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

勢
調
査
の
う
ち
最
近
の
も
の
の
結
果
に
よ

る
当
該
市
町
村
の
人
口
の
確
定
数
に
、
令

勢
調
査
の
う
ち
最
近
の
も
の
の
結
果
に
よ

る
当
該
市
町
村
の
人
口
に
、
平
成
二
十
七

る
人
口

和
二
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基
本

る
人
口

年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳

台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

号
）
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ

に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て

れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年
九
月

い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十

三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基

日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台

本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除

帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除
し
て

し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
人
口
（
次
項

得
た
率
（
次
項
に
お
い
て
「
特
例
率
」
と

に
お
い
て
「
特
例
人
口
」
と
い
う
。
）

い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
人
口
（
次
項
に

お
い
て
「
特
例
人
口
」
と
い
う
。
）

第
七
項

昼
間
人
口
（
従
業
地
、
通
学
地
に
よ
る
人

特
例
昼
間
人
口
（

第
七
項

昼
間
人
口
（
従
業
地
、
通
学
地
に
よ
る
人

特
例
昼
間
人
口
（

口
が

口
が

に
よ
り
前
年
度
末
ま
で
に

に
よ
り

に
よ
り
前
年
度
末
ま
で
に

に
よ
り

国
勢
調
査
の
う
ち
最
近
の
も
の

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査

国
勢
調
査
の
う
ち
最
近
の
も
の

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査

当
該
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次

従
業
地
、
通
学
地
に
よ
る
人
口
に
、
平
成

当
該
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次

従
業
地
、
通
学
地
に
よ
る
人
口
に
特
例
率

項

二
十
七
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基

項

を
乗
じ
て
得
た
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の

本
台
帳
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記

項

載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年

九
月
三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住

民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数

で
除
し
て
得
た
率
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
特
例
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得

た
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

当
該
市
町
村
の
常
住
人
口
（
当
該
国
勢
調

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

常
住
人
口
（
当
該
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

特
例
人
口

査
の
結
果
に
よ
る
官
報
で
公
示
さ
れ
た
人

る
当
該
市
町
村
の
人
口
の
確
定
数
に
特
例

る
官
報
で
公
示
さ
れ
た
人
口
を
い
う
。
以

口
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

率
を
乗
じ
て
得
た
人
口
（
以
下
こ
の
項
に

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

い
て
同
じ
。
）

お
い
て
特
定
特
例
人
口
と
い
う
。
）



昼
間
人
口
か
ら
常
住
人
口

特
例
昼
間
人
口
か
ら
特
定
特
例
人
口

昼
間
人
口
か
ら
常
住
人
口

特
例
昼
間
人
口
か
ら
特
例
人
口

同
項
の
人
口

特
例
人
口

同
項
の
人
口

特
例
人
口

［
６

略
］

［
６

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
四
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



＋

改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
の
人
口
）

（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
の
人
口
）

第
三
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
人
口
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
り
調
査
し
た
令
和

第
三
条

法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
人
口
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
り
調
査
し
た
平
成

二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
の
確
定
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
人
口
の
確
定
数
が
官
報
で
公
示
さ
れ

二
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
人
口
が
官
報
で
公
示
さ
れ
た
後
に
お
い
て

た
後
に
お
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
六
条
第
一
項
又
は
第
百
七

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
六
条
第
一
項
又
は
第
百
七
十
七
条
第
一
項

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
人
口
を
告
示
し
た
と
き

の
規
定
に
基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
人
口
を
告
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
人
口

は
、
そ
の
人
口
と
す
る
。

と
す
る
。

附

則

附

則

（
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
等
に
係
る
人
口
の
特
例
）

（
福
島
県
南
相
馬
市
等
に
係
る
人
口
の
特
例
）

第
五
条

福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及
び
葛
尾
村
並
び
に
相
馬

第
五
条

福
島
県
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及
び
葛
尾
村

郡
飯
舘
村
に
対
す
る
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
最
近
の
国
勢
調
査
の

並
び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
最
近
の

結
果
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
人
口
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果

国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
人
口
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
二
年
の
国
勢

に
よ
る
当
該
市
町
村
の
人
口
の
確
定
数
に
、
令
和
二
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十

調
査
の
結
果
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
人
口
に
、
平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭

二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十

和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年
九

日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
人

月
三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て

口
（
次
項
に
お
い
て
「
特
例
人
口
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

得
た
人
口
（
次
項
に
お
い
て
「
特
例
人
口
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２

福
島
県
に
対
す
る
法
第
二
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に

２

福
島
県
に
対
す
る
法
第
二
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に

よ
る
福
島
県
の
人
口
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
福
島
県
内

よ
る
福
島
県
の
人
口
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
福
島

の
各
市
町
村
（
前
項
に
規
定
す
る
市
町
村
を
除
く
。
）
の
人
口
の
確
定
数
の
合
計
数
に
前
項
に
規
定
す
る
市
町

県
内
の
各
市
町
村
（
前
項
に
規
定
す
る
市
町
村
を
除
く
。
）
の
人
口
の
合
計
数
に
前
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の

村
の
特
例
人
口
の
合
計
数
を
加
え
た
数
と
す
る
。

特
例
人
口
の
合
計
数
を
加
え
た
数
と
す
る
。



（
特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
四

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
人
口
）

（
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
人
口
）

第
一
条

特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条

第
一
条

特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
は
、
国
勢
調
査
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
は
、
国
勢
調
査
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令

第
九
十
八
号
）
に
よ
っ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
の
確
定
数
と
す
る
。
た
だ
し
、

第
九
十
八
号
）
に
よ
っ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

当
該
人
口
の
確
定
数
が
官
報
で
公
示
さ
れ
た
後
に
お
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六

人
口
が
官
報
で
公
示
さ
れ
た
後
に
お
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十

号
）
第
百
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
当
該
都
道
府
県
の
人
口
を
告
示
し
た
と
き

六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
当
該
都
道
府
県
の
人
口
を
告
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
人
口

は
、
そ
の
人
口
と
す
る
。

と
す
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
九
の

二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

国
勢
調
査
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
九
十
八
号
）
に
よ
っ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け

る
人
口
の
確
定
数
が
官
報
で
公
示
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
に
あ
っ
た
都
道
府
県
の
境
界
変
更
に
対
す
る
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
地
方
税
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二
の
九
及
び

第
七
条
の
二
の
十
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
二
の
九
第
一
号
中
「
令
和
二
年

十
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
」
と
す
る
。
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